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＜事態想定＞
○伊方発電所において、地震の影響による外部電源喪失を契機として事態が進展し、原子炉

への注水機能喪失により全面緊急事態に至り、放射性物質が放出される事象を想定。

四国電力（株）
伊方発電所

予防避難ｴﾘｱ

１ 訓練の位置付け及び目的
【原子力災害対策特別措置法第１３条第１項に基づく防災訓練】
①国、地方公共団体、原子力事業者における防災体制の
実効性の確認等

②原子力緊急事態における中央と現地の体制やマニュアル
に定められた手順の確認

③「伊方地域の緊急時対応」に基づく避難計画の検証
④訓練結果における教訓事項の抽出、緊急時対応等の改善
⑤原子力災害対策に係る要員の技能の習熟等

２ 実施時期
平成２７年１１月８日（日）、９日（月）

３ 訓練の対象となる原子力事業所
四国電力（株）伊方発電所

４ 参加機関等
政府機関：内閣官房、内閣府、原子力規制委員会ほか関係省庁
地方公共団体：愛媛県、伊方町、宇和島市、八幡浜市、大洲市、

伊予市、西予市、内子町、山口県、上関町ほか関係県市町
事業者：四国電力(株)
関係機関：放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構 等

５ 訓練内容
（１）迅速な初動体制の確立訓練
（２）中央と現地組織の連携による避難の実施計画等に係る意思決定訓練
（３）全面緊急事態を受けた実動訓練

※PAZ（予防的防護措置を準備する区域）：Precautionary Action Zone
※UPZ（緊急時防護措置を準備する区域）：Urgent Protective Action 
Planning Zone
※予防避難ｴﾘｱ（PAZ圏に準じた避難等の防護措置を準備する区域）

平成２７年度原子力総合防災訓練の概要 資料１



１日目 ２日目

午前

午後

事
業
者
訓
練
（
事
態
収
束
活
動
）

全面緊急事態への対応
（全面緊急事態を受けた実動訓練）

施設敷地緊急事態への対応
（中央と現地組織の連携による避難の

実施計画等に係る意思決定訓練）

全面緊急事態への対応
（中央と現地組織の連携による避難の

実施計画等に係る意思決定訓練）

全面緊急事態発生

施設敷地緊急事態発生

地震発生により警戒事態発生

警戒事態への対応
（迅速な初動体制の確立訓練）

○複合災害に対応した非対・原対本部
合同会議運営訓練

○PAZ・予防避難エリア内要援護者の
避難訓練

○複合災害に対応した非対・原災本部
合同会議運営訓練

○PAZ・予防避難エリア内住民の避難訓練

＜機能別訓練①＞
・PAZ圏内及び予防避難エリア住民の避難
・UPZ圏内住民の屋内退避

＜機能別訓練②＞
・緊急時モニタリング
・UPZ圏内住民の一時移転

＜機能別訓練③＞
・汚染患者の搬送・処置

平成２７年度原子力総合防災訓練の訓練内容 資料２



連番 時 期 訓練名 訓練の狙い 訓練の概要 訓練習熟度

１ ３月２５日
第１回

官邸立ち上げ
訓練

官邸における勤務要領の確認、リエゾンの
勤務要領の確認

・緊急参集要員の内、官邸で勤務する職員に対して
官邸の立ち上げ・使用機材の設置について訓練し、
時間尺度等を取る。

●緊急参集要員に対する官
邸の立ち上げ要領及び機材
の取扱いについて班員相互
自発的に実施

２ ７月８日
第２回

官邸立ち上げ
訓練

原災マニュアルの改訂・緊急参集要員見直
しに伴い、官邸の立ち上げ要領について訓
練する。

・新規緊急参集要員に対して、官邸使用上の注意事
項を徹底し、官邸設置機材の取り扱要領について訓
練を実施

●新規要員に対して、共用会
議室の立ち上げの完成形をイ
メージさせる。

３ ７月９日
第１回

ＥＲＣ機材取扱
い訓練

原災マニュアルの改訂・緊急参集要員見直
しに伴い、ＥＲＣ・ＯＦＣ要員に対し、使用機
材の取扱いについて訓練する。

・新規緊急参集要員に対して、ＥＲＣの機材の取り扱
要領について訓練を実施

●ＥＲＣの使用機材について、
自ら使用できる。

４ ７月１５日
第２回

ＥＲＣ機材取扱
い訓練

原災マニュアルの改訂・緊急参集要員見直
しに伴い、官邸の立ち上げ要領について訓
練する。

・新規緊急参集要員に対して、官邸使用上の注意事
項を徹底し、官邸設置機材の取り扱要領について訓
練を実施

●ＥＲＣの使用機材について
自ら使用できる。

５ ７月１６日
第３回

官邸立ち上げ
訓練

原災マニュアルの改訂・緊急参集要員見直
しに伴い、官邸の立ち上げ要領について訓
練する。

・新規緊急参集要員に対して、官邸使用上の注意事
項を徹底し、官邸設置機材の取り扱要領について訓
練を実施

●班員相互連携して官邸の立
ち上げができる。

６ ８月５日

総合防災訓練
説明会及び機
能班要員研修
（ＥＲＣ要員・官

邸要員）

総合防災訓練の概要について説明し併せ
て、地域防災計画及び予防避難エリアの考
え方について理解し、機能班内での認識の
共有を図る。

・新規緊急参集要員に対して、座学形式で総合防災
訓練のスケジュール、地域防災計画、予防避難エリア
について研修し、その後、各機能班での班長以下の
機能班要員に対する勤務要領の研修、マニュアルの
確認するとともに６日の訓練準備を行う。

●研修の機会を通じて、機能
班内の連携、勤務要領につい
て理解し、緊急参集要員とし
ての意識の高揚を図る。

７ ８月６日
官邸・ＥＲＣ
連携訓練

警戒事態～１５条事態までの流れについて
訓練し、主要幹部への適時の報告要領、原
災本部設置までの手続きを確認する。

警戒事態～施設敷地緊急事 態（１０条事象）～全面
緊急事態（１５条事象）～緊急事態宣言まで

●事故発生から一連の流れに
ついて手順を確認（機能班長
以下の参加）

８ ９月４日 ＯＦＣ要員訓練 ＯＦＣ要員に対する勤務要領について訓練
時系列に応じたＯＦＣの活動内容、特に県庁・関係市
町との情報共有要領について訓練

●活動要領の習熟

９
９月２８日
９月２９日

機能班別訓練 各機能班の活動要領の習熟 各機能班で準備すべき資料、マニュアルを作成 ●活動要領の習熟

10 １０月２０日
総合予行

（プレ訓練）

官邸、ERC、ＯＦＣ等において、関係省庁、
関係自治体、関係指定公共団体、事業者を
含めた連携の確認（住民避難等は含めず）

・午前が１日目の内容の訓練
・午後が２日目の内容の訓練
総合防災訓練のイメージが出来るよう訓練

●総合防災訓練の一連の流
れを短縮して実施し、準備の
促進を図る。（関係省庁参加）

11
１１月８日
１１月９日 平成２７年度原子力総合防災訓練

原子力総合防災訓練までの段階的訓練 資料３



Plan 計画策定（修正）

○広域避難計画
○住民避難計画
○緊急時対応
○方針要領
○マニュアル等

Do 実施

○計画・対応の実行性の検証
○要領の確認・試行
○（時間的）尺度取得

Check 評価

○計画の実行性の可能度
○要領の妥当性
○（時間的）尺度の妥当性

Action 改善

○計画・緊急時対応等の改善
○要領の確立
○（時間的）尺度による見積

Plan

訓練計画

Do

訓練実施

Action

訓練改善

Check

訓練評価

訓練の継続的改善（PDCAサイクル）

原子力防災計画等の継続的改善（PDCAサイクル）

①原子力総合防災訓練（国・県）

②練成訓練（総合・機能別訓練）

③要員研修（オフサイトセンター、バス事業者）、図上演習

原子力防災計画等及び訓練の継続的改善（PDCAサイクル） 資料４



PAZ（5km）
UPZ（30㎞）

予防避難エリア

伊方発電所

国道197号
道路通行不可

松前公園体育館
（避難経由所）

経路
国道197号→国道378号
→国道56号

陸路避難時間（※）

伊方地域住民避難バス
到着：１１：５０
（移動時間１０９分）

瀬戸地域住民避難バス
到着：１２：１０
（移動時間１１３分）

瀬戸地域
出発地点：瀬戸総合体育館

（一時集結所）
出発時間：１０：１７
移動手段：バス

伊方地域
出発地点：伊方中学校

（一時集結所）
出発時間：１０：０１
移動手段：バス

伊方地域

瀬戸地域
三崎地域

資料５

瀬戸地域住民避難バス
到着：１２：１０
（移動時間１１３分）

※ 伊方及び瀬戸地域の各一時集結所から避難経由所までの実測値（全面緊急事態：２日目）
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伊方中学校
（一時集結所）

一時集結所までの避難時間（伊方地域）

〇：徒歩誘導が必要な場所

経路 一時集結所までの順序 手 段 見積時間 実測時間

Ｒ１ ①→②→③ マイクロバス １５分 ２１分

Ｒ２ ④→⑤→⑥→⑦ マイクロバス ２０分 ３１分

Ｒ３ ⑧→⑨ ワゴン車 １０分 １５分

Ｒ４ ⑩→⑪→⑫→⑬→⑭→⑮→⑯→⑰→⑱ バス ３２分 ４０分

Ｒ５ ⑲→⑳ ワゴン車 ３０分 ２９分

集会所（スタート地点）から一時集結所（伊方中学校）までの実測時間等（※）

※ 全面緊急事態（２日目）

資料６



神崎

田部

大久

川之浜

ﾘｿﾞｰﾄ

塩成

佐市

高浦

足成

三机

上倉

松之浜

大江
志津

小島

高茂

瀬戸総合体育館
（一時集結所）

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ３

Ｒ４

Ｒ５

⑬

⑭
⑮

⑯

⑩

⑪

⑫

⑥
⑦

⑧

⑨
④ ⑤

①

②

③

一時集結所までの避難時間（瀬戸地域） 資料７

集会所（スタート地点）から一時集結所（瀬戸総合体育館）までの実測時間等（※）

経路 一時集結所までの順序 手 段 見積時間 実測時間

Ｒ１ ①→②→③ ワゴン車 ２２分 ２１分

Ｒ２ ④→⑤ ワゴン車 １０分 １２分

Ｒ３ ⑥→⑦→⑧→⑨ ワゴン車 ２５分 ３１分

Ｒ４ ⑩→⑪→⑫ マイクロバス ３０分 ３１分

Ｒ５ ⑬→⑭→⑮→⑯ ワゴン車 ５０分 ４１分※ 全面緊急事態（２日目）



正野

串

与侈

松

明神

二名津

平礒

釜木

名取高浦
佐田

大佐田

井野浦

三崎総合体育館
（一時集結所）

灘

くし

たかうら

Ｒ４－１

Ｒ２
Ｒ１

Ｒ３

Ｒ４－２

⑫

⑬

⑥

⑦ ⑧

⑨

⑩ ③

②

①④

⑤

一時集結所までの避難時間（三崎地域）

⑪

〇：徒歩誘導が必要な場所

資料８

集会所（スタート地点）から一時集結所（三崎総合体育館）までの実測時間等（※）

経路 一時集結所までの順序 手 段 見積時間 実測時間

Ｒ１ ①→②→③ マイクロバス ３５分 ４０分

Ｒ２ ④→⑤→⑥ マイクロバス ３０分 ２４分

Ｒ３ ⑦→⑧→⑨→⑩ マイクロバス ２０分 １６分

Ｒ４－１ ⑪→⑫ マイクロバス ３４分 ４７分

Ｒ４－２ ⑬→⑭ ワゴン車 ２０分 ２４分

※ 全面緊急事態（２日目）

⑭




